
 
 

 

契約手続及び履行確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月11日から同年７月６日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

府民文化部 

文化・スポーツ室 

文化課 

 

 下記の業務委託契約について、契約書（仕様書）で定める必要な届出を受注者か

ら受理していなかった。 

 

 (1) 大阪府立江之子島文化芸術創造センター管理運営業務（310,105,000円） 

  ・ 個人情報取扱作業責任者届（契約書第14条関係 ３Ⅱ個人情報取扱特記事

項第３） 

 

 (2) プラットフォーム形成支援業務（10,240,000円） 

  ・ 個人情報取扱作業責任者届（契約書第６条関係 Ⅲ個人情報取扱特記事項 

第３） 

 

 

 検出事項について原因を確認し、所属

のチェック体制を強化する等、再発防止

に向け必要な措置を講じられたい。 

 

 

 

業務委託契約書（仕様書）に定めら

れた受注者からの届出を受理するとと

もに、再発防止のため、契約事務担当

者を中心に職場内で周知徹底を行っ

た。 

今後は、業務委託契約書（仕様書）

に基づき、適正な事務処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

決裁遅延 

監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成30年６月12日から同年７月９日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

都市整備部 

交通道路室 

道路環境課 

 

 歳入の調定手続きは、当該会計年度内に行わなければならない。 

「有線音楽放送施設に係る道路の不法占用の是正に関する確認書」に基づ

く「不法占用施設に係る当該不法占用期間に対応する占用料相当損害金」

については、「大阪府の発行する納入通知書により納付する」こととされて

おり、「占用料相当損害金の納付計画」に基づき、納入通知書を発行してい

た。 

 しかし、平成29年度（13回目）の徴収の際、会計年度を過ぎた出納整理

期間中に、調定伺書の起票日を平成30年3月30日に遡る形で起案決裁されて

いた。 

 

（1）調定伺の起案日  平成30年５月21日 

       決裁日  平成30年５月22日 

（2）調定伺書の起票日 平成30年３月30日 

（3）調定額  1,384,320円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化

する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 

 

 

 本事案は、当該事務について

所属内における情報共有、及び

担当者間の引継ぎが十分になさ

れていなかったことにより、納

入通知書の発行を失念したため

に生じたものである。 

監査の指摘を踏まえ、平成30

年10月に、室内職員に監査結果

の情報共有を行うとともに会計

局の研修資料や会計事務のポー

タルサイトを改めて紹介し、会

計事務のルールについて周知徹

底を図った。 

また、平成30年11月、指摘を

受けたグループにおいて再発防

止を目的とした事例研修を実施

した。 

今後は、所属内における業務

共有を十分に行うと共に、事務

手続に当たっては、事務執行に

関する規定等をその都度十分に

確認することにより、再発防止

に努める。 

 



 
 

 

管外旅費の支給事務の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月７日から同年７月５日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

福祉部 

 地域福祉推

進室    

 

 

 旅費の概算払をしたときは、概算払を受けた者は旅費の確定後30日以内に精算を行

い、支出命令者は同期間内に精算させなければならないが、ともに当該行為を怠り、精

算が遅延しているものが１件あった。 

 

 

出張先 出張期間 旅費支給額 精算日 

東京都 平成29年12月26日 29,820円 平成30年３月26日 

 

 

 

 

検出事項について、概算払を受けた者に対

し、精算の必要性について周知徹底するととも

に、支出命令者による確認を徹底することなど

を通じ、法令等に基づく適正な事務処理を行わ

れたい。 

 

【地方自治法施行令】 

（概算払）  

第162条 次の各号に掲げる経費について

は、概算払をすることができる。  

一  旅費 

 

【大阪府財務規則】 

（概算払の精算） 

第47条 支出命令者は、概算払をしたとき

は、その債務の額が確定した後30日以内

に、概算払を受けた者に精算させなければ

ならない。 

 

 

所属職員に管外出張における旅

費の概算払に対する精算の期限に

ついて説明し、速やかに手続を行う

よう周知徹底した。 

併せて今回の監査委員事務局の

指摘を踏まえ、精算の手続が遅れて

いる者については、総務事務担当者

から個別に、期限内に手続を行うよ

う促すなど、適正な精算事務の執行

に努めている。 



 
 

 

不適切な服務管理 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月20日及び同月25日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

ＩＲ推進局 

 企画課 

  

 

職員が物品購入のため、購入先店舗へ出張していたが、旅行命令等の手続を行っていな

いものがあった。 

 

 

旅行日 出発地 目的地 用務 

平成29年６月１日 咲洲庁舎 大阪市北区大深町１ 物品購入 

平成29年６月22日 咲洲庁舎 大阪市北区大深町１ 物品購入 

平成29年８月９日 咲洲庁舎 吹田市豊津町９ 物品購入 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じる

とともに、法令等に基づき、適正な事務処理を行

われたい。 

 

【職員の旅費に関する条例】 

（旅行命令等） 

第４条 旅行は、任命権者若しくはそ

の委任を受けた者又は旅行依頼を行

う者（以下「旅行命令権者」という。）

の発する旅行命令等によって行われ

なければならない。 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵

便等の通信による連絡手段によって

は公務の円滑な遂行を図ることがで

きない場合で、かつ、予算上旅費の

支出が可能である場合に限り、旅行

命令等を発することができる。 

 

 

検出事項３件については、通

勤認定区間等であるため、追給

手続は発生していない。 

また、物品購入等のための出

張の際の旅行命令手続につい

て、全職員に周知徹底を図ると

ともに、担当者及び決裁者が、

旅行命令が必要な場合、旅行命

令手続の確認を行うこととし

た。 

今後は、このようなことのな

いよう、関係法令等を遵守し、

再発防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



 
 

 

時間外等勤務実績の登録・確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月７日から同年７月５日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

福祉部 

 地域福祉推進室 

   地域福祉課 

 

直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、

時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が１件あった。 

 

 

人数 延べ件数 事実発生時期 

１名 １件 平成29年４月 
 

 

速やかに是正措置を講じられたい。職員が時

間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合に

は、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うと

ともに、直接監督責任者は総務事務システムに

より、職員の時間外勤務実績の入力漏れがない

か把握を行うなど適正な勤務管理を行われた

い。 

 

 是正を求められた時間外勤務命令

については、時間外勤務の有無を確認

し、勤務実績承認処理等を行った。 

 これにより時間外勤務手当の追給

が発生した職員に対しては、総務サー

ビス課への追給処理を依頼し、追給を

行った。 

 今後適正な勤務管理を行っていく

ため、所属職員に(1)職員が時間外勤

務を行った場合は、速やかに実績登録

を行うこと、(2)直接監督責任者は、

実績登録がされていない場合、当該職

員に対し速やかに登録を行うよう指

導すること、(3)直接監督責任者は毎

月末に申請・承認漏れがないかを確認

することについて、周知徹底を行っ

た。 

 また、時間外勤務の申請・承認もれ

について、定期的に総務担当者から注

意を促すなど、適正な勤務管理に努め

ている。 

 


